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千葉県企業局 

千葉県営水道は、昭和 11 年に千葉市域において給水を開始。その後、

京葉工業地帯の急速な発展などに合わせて順次給水区域を拡大し、   

平成 31 年 3 月末現在、県北西部地域を中心に、１１市の約３００万人の

お客様に水道水を供給する全国第３位の水道事業体となっています。 

○給水区域 

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、鎌ケ谷市、

浦安市、成田市、印西市、白井市   ※アンダーラインは全域県営水道 

○給水人口    約300万人（県人口の約49％、普及率96.5％） 

○給水戸数    約149万戸 

○１日平均給水量 88万310㎥ 

○導送配水管路延長 約9,141㎞ 

○１㎥当たり料金 134.5円（県内事業体平均189.18円） 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１  水 道 事 業 の 概 要  

県営水道の水源は、ほとんどを 

利根川水系に依存しています。 

県内の水源として、高滝ダム等から

取水するなど水源の多系統化に 

努めています。 

※令和元年10月1日現在 

※口径13㎜で1カ月20㎥ 

使用した場合 

（平成31年3月31日現在）

１ 

県企業局が使用しているダム等 

県企業局が費用を負担しているダム（未完成） 

その他の主なダム等 

※平成31 年4月1日より 
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水道事業の財務の概要 

・収益的収入が 831 億円、収益的支出が 671 億円であり、消費税調整後の純利益は 142 億円と 
・収益的収入が 812 億円、収益的支出が 691 億円であり、消費税調整後の純利益は  

99 億円となりました。 

・資本的支出の規模は 473 億円であり、そのうち建設事業費は 346 億円、企業債 

償還金は 123 億円でした。 

・現預金等の資金残高は、9 億円減少し、507 億円となりました。 

・企業債残高は、43 億円減少し、1,376 億円となりました。 

・収益的収入が 831 億円、収益的支出が 671 億円であり、消費税調整後の純利益は 142

上水道事業 平成３０年度決算 

○純利益（99 億円）は、前年度に比べ 43 億円の減少 

＜主な増減の内容＞ 

収益的収入：前年度に比べ 19 億円減の 812 億円 

・給水収益は、調定水量の増加などにより 1 億 68 百万円増加 

・給水申込納付金は、新設申込件数の減（△2,925 件）などで 5 億 57 百万円減少 

・特別利益は、退職給付引当金の戻入の皆減などにより 23 億 9 百万円減少 

 

収益的支出：前年度に比べ 20 億円増の 691 億円 

・人件費は、退職給付引当金の増などにより 4 億 4 百万円増加 

・薬品費は、調達単価の増などにより 6 億 19 百万円増加 

・減価償却費等は、償却資産の増などにより 8 億 61 百万円増加 

・支払利息は、企業債残高の減などにより 2 億 51 百万円減少 

 

○資金残高 

平成 29 年度末残高 ５１６億円 ９億円減  平成 30年度末残高 ５０７億円 

 
○企業債残高 

平成 29 年度末残高 １，４１９億円 ４３億円減 平成 30年度末残高 １，３７６億円 

 

○今後に向けて 

上水道事業の経営状況は、現時点では堅調ですが、将来的には給水人口が減少に転ずると予想され

るなど、給水収益の大幅な増加は見込めない一方、老朽化した浄・給水場や水道管路の更新・整備に

今後、多額の建設事業費が必要となることから、一定の内部留保資金を確保しつつ、「中期経営計画」

などに沿って、計画的に事業を実施し、健全な経営に努めてまいります。 

１ 収益的収支 決算額 

２ 資本的収支 決算額 

２ 
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◎収益的収入 

・給水収益は、ほぼ横ばいです。30 年度は前年度と比べ 2 億円の増となりました。 

・給水申込納付金は、消費税増税前の住宅建設等の駆け込み需要により増加した 25 年

度を除き、40 億円台で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎収益的支出 

・収益的支出は、600 億円台で推移しており、30 年度は減価償却費等や薬品費の 

増などにより 29 年度に比べ 20 億円の増となりました。 

・支払利息は減少傾向にあり、減価償却費は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎純利益・資金残高 

・純利益は、25 年度は 70 億円台でしたが、28 年度には人件費の減少などにより 112

億円、29 年度は退職給付引当金戻入の特別利益計上などにより 142 億円、30 年度は 

は減価償却費や薬品費の増などにより、99 億円となりました。 

・現預金等の資金残高は、500 億円前後で推移しており、30 年度は企業債発行の抑制

などにより対前年度 9 億円減の 507 億円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎企業債残高 

・企業債発行を抑制していることから、減少傾向にあります。 

・30 年度末における企業債発行残高（1,376 億円）は、給水収益（税抜 601 億円）の

2.29 倍となっています。 

 

水道事業の財務の中期的動向（平成 25 年度～30 年度） 

単位：億円 

単位：億円 
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１．「水道事業中期経営計画」について

本計画は、平成２８年度から令和２年度までの水道事業経営に関する基本計画で

あるとともに、平成２８年度から３０年間にわたる水道施設の更新・整備及び耐震化

の進め方を示した「千葉県営水道事業長期施設整備方針」の冒頭５年間の具体的な

取組を示しています。

本計画の基本理念である「いつでも、安全でおいしい水を安定して供給し、お客様

が安心し、信頼を寄せる水道」の実現に向けて、「『強靱』な水道の構築」

「『安全』な水の供給」「お客様からの『信頼』の確保」を３つの基本目標に掲げ、

健全で計画的な事業運営に取り組んでいます。

また、これらの目標を達成するため、７の主要施策と２２の主な取組を計画の中で

体系化し、各々の施策と取組について指標を設け、目標を明確にしています。

さらに、計画全体を支える存在として「運営基盤の強化」を設定し、人材育成や

経営などの７の内部管理の取組を位置づけています。

２．平成３０年度の主な事業の実績について

○基本目標１：「強靭」な水道の構築

・ちば野菊の里浄水場（第２期）施設整備における工事の発注及び着手

・東日本大震災の教訓を踏まえた湾岸埋立地域を中心とした管路の耐震化の推進

○基本目標２：「安全」な水の供給

・水源の水質保全・監視のための水質調査の実施

・赤濁水等の発生を防ぎ適切な水質を確保するための送・配水管の計画的な洗浄の実施

○基本目標３：お客様からの「信頼」の確保

・アンケート調査等によりいただいたご意見を踏まえた業務改善の実施

・省エネルギー機器の導入や、浄水発生土等の再資源化の推進

○運営基盤の強化

・健全経営の確保のため、企業債発行額を80億円に抑制し、元金約123億円を償還する

ことで企業債残高を縮減

４

３．評価の仕組み

本計画の推進にあたっては、進行管理を適切に行うとともに、効果や効率性を

チェックして次への改善につなげるため、各取組の達成状況や施策の成果につい

て内部評価を実施しています。

さらに、「千葉県営水道事業中期経営計画評価会議」において外部の有識者か

ら内部評価の妥当性について基本目標毎に客観的な評価やご意見等をいただく、

２段階評価方式を採用しています。

○評価作業の経過

（１）企業局職員による内部評価

令和元年７月３１日(水)

（２）評価会議委員による外部評価

令和元年８月２７日(火)

（３）外部評価を踏まえた評価結果の確定

令和元年９月１９日（木）

（４）企業局ホームページにて評価結果を公表

令和元年１０月７日（月）

２ 「千葉県営水道事業中期経営計画」に基づく
平成３０年度事業の実績及び評価結果について

委員氏名（五十音順） 現 職

阿部 京子 消費者団体千葉県連絡会代表幹事

荒井 康裕 首都大学東京大学院都市環境科学研究科准教授

太田 正 （座長） 作新学院大学名誉教授

小熊 久美子 東京大学大学院工学系研究科准教授

藤代 政夫 公認会計士、千葉県監査委員

○千葉県営水道事業中期経営計画評価会議委員（外部評価委員）

※委員は、学識経験者、公認会計士、消費者代表から選任



 

 

４．主要施策及び主な取組に対する評価結果について 

 

Ⅰ 内部評価 

   ア）主要施策を支える２２の主な取組については、「達成している」又は

「概ね達成している」と評価しました。（３つの主な取組については

評価対象外） 

 

   イ）３つの基本目標を達成するための主要施策(1)から(7)については、 

４施策を「成果が出ている」と評価し、３施策については、一部 

目標に達しなかった項目があったものの、取組全体としては概ね 

進捗したことから「概ね成果が出ている」と評価しました。 

 

   ウ）運営基盤の強化の７つの主な取組については、全て「達成している」

と評価しました。 

 

 

Ⅱ 外部評価 

   ・上記の内部評価の結果について、「妥当である」との第三者評価をいた

だいています。 

 

以上のことから、平成３０年度については、計画全体として概ね順調に 

進捗したものと考えています。 

 

    引き続き、いつでも安全でおいしい水をお届けすることで、お客様から 

のさらなる信頼を得るとともに、中長期的な視点に立った健全経営の確保 

に取り組んでまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組の
達成状況

主要施策の
成果

－(※1)

ｂ

ｂ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ｂ

ａ

ａ

ｂ

ｂ

－(※2)

ａ

ａ

－(※3)

ａ

95%

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

Ａ
５人

　※１：主要施策(1)の主な取組①は、国が主体となって実施する事業であるため、評価の対象から除外
　※２：主要施策(6)の主な取組③は、H30年1月をもって完了したので、H30年度評価の対象から除外
　※３：主要施策(7)の主な取組③は、検討主体が知事部局であるため、評価の対象から除外
　※４：「運営基盤の強化」の成果は、基本目標１～３における主要施策の達成状況や経営状況を踏まえて、
　　　　計画全体の進捗を評価したもの
　※主要施策の成果の％は各施策の達成度で、運営基盤の強化の達成度は主要施策の達成度の平均である

（評価区分について）
　内部評価
　　主な取組の達成状況　　　　　　　主要施策の成果
　　　ａ：達成している　　　　　　　　ａ：成果が出ている
　　　ｂ：概ね達成している　　　　　　ｂ：概ね成果が出ている
　　　ｃ：未達成だが進展している　　　ｃ：成果が小さい
　　　ｄ：進展していない　　　　　　　ｄ：成果が出ていない

　外部評価
　　上記の達成状況・成果に関する内部評価の妥当性について、基本目標ごとに評価
　　　Ａ：妥当である
　　　Ｂ：概ね妥当である
　　　Ｃ：不十分である

基本目標【３】 主要施策【７】 主な取組【２２】 外部評価

②浄・給水場施設の更新・整備

③浄・給水場設備の更新・整備

④管路の更新・整備

(２)耐震化の
　　推進

①浄・給水場施設の耐震化の推進

②管路の耐震化の推進

(１)安定給水の
　　確保

①水源の安定化

(３)危機管理
　　体制の充実

③浄水施設の危機管理対策の強化

２ 「安全」な
  　水の供給

(４)安全な
　　水づくり

①水源の監視・保全

１ 「強靭」な
  　水道の構築

Ａ
５人

②高度浄水処理の拡充

③水質管理レベルの維持・向上

(５)おいしい
　　水の供給

①おいしい水づくりの技術的な取組

②安全でおいしい水キャンペーン

③お客様とのコミュニケーション

①緊急時に備えた体制の充実

②給水区域内１１市等関係団体との
　連携強化

運営基盤の強化

①実践的な技術研修の実施

Ａ
５人

②職員の育成と能力開発

③計画的な人材確保

④民間活力の活用による事業の推進

⑤情報化の推進

ａ(※4)
(95%)

⑥品質確保に留意したコスト削減

⑦健全経営の確保

Ａ
５人

②接客マナーの向上

③新たな水道料金システムの開発と
　上下水道料金徴収一元化の実施

(７)大規模
　　事業体の
　　責務と
　　社会貢献

ｂ
(85%)

ｂ
(85%)

②資源リサイクルの推進

③県内水道の統合・広域化に向けた検討

④国際貢献及び他事業体への支援

①省エネルギー化の推進及び
　再生可能エネルギーの活用

内部評価

ｂ
(95%)

ａ
(100%)

ａ
(100%)

ａ
(100%)

達成度の平均

３ お客様から
   の「信頼」
   の確保

(６)お客様
　　サービスの
　　推進

①「お客様の声」を活かした事業運営
　（広報・広聴の充実）

ａ
(100%)

○事業全体でどれぐらいの成果を達成できたか。

○維持・強化された運営基盤のもと、どのような経営を行ったか。

計画の体系と平成３０年度評価結果一覧 
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第３章 実施計画（５か年の主要施策と主な取組）第１章 計画の趣旨及び性格

○平成28年度から令和2年度までの県営水道事業の経営に関する基本計画であり、
将来にわたり水道事業を運営していく上での指針

○厚生労働省が策定した「新水道ビジョン」に基づき、各水道事業体が地域水道の
理想像を具現化するために策定する「水道事業ビジョン」

○総務省が策定を求めている、地方公営企業の中長期的な経営の基本計画である
「経営戦略」

○水道施設の更新等に関する今後３０年間の進め方を示した「千葉県営水道事業
長期施設整備方針」の冒頭５年分の具体的な取組

第２章 経営基本構想

第１節 県営水道の今日の姿

○給水人口（約300万人）で東京都、横浜市に次ぐ全国第３位の大規模事業体
○昭和55年に全国に先駆けてオゾン‐活性炭による高度浄水処理システムを導入

来たるべき人口減少社会、給水収益の伸び悩み、
東日本大震災の教訓(危機管理対策の充実)、水質事故・渇水、
県内水道の統合・広域化

１ 社会情勢・環境の変化

（１）水道水の安定的な供給と非常時に備えた危機管理対策
（２）安全でおいしい水づくりの推進
（３）お客様サービスの向上と社会への貢献
（４）運営基盤の強化

２ 主要経営課題

１「強靭」な水道の構築
将来発生が懸念される地震等に備え、東日本大震災等の教訓を踏まえた

計画的な更新・耐震化と危機管理体制の強化を進める。

２「安全」な水の供給
水源水質に対応した的確な浄水処理により、安全でおいしい水をお届けする。

３ お客様からの「信頼」の確保
お客様の理解のもと、地球環境にも配慮した事業を運営していく。

○運営基盤の強化(人材・業務能率・経営)
３つの基本目標の達成を支えていく。

１ 「基本理念」－ 目指す方向性

２ 「基本目標」－ 目指す姿

第２節 県営水道を取り巻く環境等の変化と主要な経営課題

第３節 県営水道のこれからの経営

「いつでも、安全でおいしい水を安定して供給し、
お客様が安心し、信頼を寄せる水道」

第４章 計画の推進に当たって

第１節 多様な主体との連携・協働

○水道に関わりをもつ多様な主体との連携を図り、水道事業の持続・発展に向けた
取組・検討を進め、その成果を計画にフィードバック

第２節 財政収支見通し

○計画期間中は現行の料金水準を維持しつつ、健全経営を確保
○５年間の計画事業費は２，６２７億円を予定
（内訳：水道施設の更新・整備に係る費用２，０６１億円、

維持管理に係る費用３９４億円、その他費用１７２億円）

第３節 計画の進行管理

○各施策・取組ごとに目標を設定し、その達成に向けて、取組・事業を計画的に推進
○内部評価と外部有識者による第三者評価を行い、評価結果をＰＤＣＡサイクルに反映

基本目標 主要施策 主な取組 主な取組

①水源の安定化

②浄・給水場施設の更新・整備

③浄・給水場設備の更新・整備

④管路の更新・整備

①浄・給水場施設の耐震化の推進

②管路の耐震化の推進

①緊急時に備えた体制の充実

②給水区域内１１市等関係団体
　との連携強化

③浄水施設の危機管理対策の強化

①水源の監視・保全

②高度浄水処理の拡充

③水質管理レベルの維持・向上

①おいしい水づくりの技術的な取組

②安全でおいしい水キャンペーン

③お客様とのコミュニケーション

①「お客様の声」を活かした事業運営
　（広報・広聴の充実）

②接客マナーの向上

③新たな水道料金システムの開発と
　上下水道料金徴収一元化の実施

①省エネルギー化の推進及び
　再生可能エネルギーの活用

②資源リサイクルの推進

③県内水道の統合・広域化に向けた検討

④国際貢献及び他事業体への支援

(２)耐震化
　　の推進

(３)危機管理
　　体制の充実

２ 「安全」な
　　水の供給

(４)安全な
　　水づくり

(５)おいしい水
　　の供給

１ 「強靭」な
　　水道の構築

(１)安定給水
　　の確保

運
営
基
盤
の
強
化
（

人
材
・
業
務
能
率
・
経
営
）

⑦健全経営
　の確保

⑥品質確保
　に留意した
　コスト削減

３ お客様からの
　「信頼」の確保

(６)お客様
　　サービス
　　の推進

(７)大規模
　　事業体
　　の責務
　　と社会貢献

⑤情報化の
　推進

①実践的な
　技術研修
　の実施

②職員の育成
　と能力開発

③計画的な
　人材確保

④民間活力の
　活用による
　事業の推進

千葉県営水道事業中期経営計画の概要（計画期間：平成２８年度～令和２年度） 千葉県企業局
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千葉県企業局 

７ 

 

○老朽化が著しい栗山浄水場の浄水 

機能を、近接する「ちば野菊の里浄水

場」に移転することに併せ、高度浄水

処理を導入するとともに、近い将来 

発生が懸念される首都直下地震にも 

耐えうる強靭な施設の整備を行って

います。 

 

〇総事業費は約４４６億円、浄水場施設

の建設を平成２８年度に着工し、平成

３０年度までに主要施設である薬品

沈でん池などの本体工事に着手しま

した。 

 

○今年度は、高度浄水処理施設築造工事

などの一部工事が完成し、急速ろ過池

や薬品沈でん池機械設備工事に着手

したところであり、令和５年度の稼働

に向けて取り組んでいます。 

 

３ 最 近 の 動 き 

ちば野菊の里浄水場（第２期）施設整備事業  



８ 

台風第15号等に伴う千葉県営水道の対応について 

 

 

９月９日に、千葉県に上陸した台風１５号の影響により長期間、広範囲に渡る停電が発生し、県営水道の一部の浄水場等でも停電が発生したが、非常用自家発電設備の運転

等により、水道施設（浄水場・給水場・水道管）は正常に稼働し、水道水の供給は通常どおりに行えていた。しかしながら、広域的な停電により、広範囲に渡り点在する多数

の集合住宅等に設置されている貯水槽のポンプや増圧ポンプが停止したため、各家庭への水道水の供給が同時期に停止するという、状況であった。 

 

 

 

 

① 停 電 
一部の浄水場等で停電が発生したが、燃料補給を行いながら自家

発電設備等による継続運転を行い、送・配水に影響は出なかった。 

 ・停電に備えて、台風上陸前に浄水場等の非常用自家発電設備に燃料を補充すると 

ともに、石油協同組合や燃料販売業者等と燃料の確保について、調整を行った。 

・【１９号】停電により浄水場等で一時的にポンプが停止し、水圧の低下と濁り水が

発生したため、施設の復旧状況と管路洗浄の実施をホームページで周知した。 
    

② 通信断 
一部の給水場等で通信断が発生し、遠隔操作が不能となったた

め、職員を配備して手動で対応した。 

 
通信断は発生しなかった。 

    

③ 浸 水  浸水は発生しなかった。 
 【10/25大雨】取水場に職員を配備し、監視の強化及び場内の排水作業を実施し、取

水に影響はなかった。 
    

④ 水道管 水道管に被害は発生しなかった。  水道管に被害は発生しなかった。 
    

⑤ 広 報 

停電により各家庭に水を送るポンプが停止した貯水槽式給水方

式等で給水している集合住宅のお客様から多くの問い合わせが

あり、給水が可能な直結給水栓を案内し、ホームページで周知し

た。 

 
・台風上陸前に、直結給水栓の活用について、１５号の時よりイラストを加えるなど

わかりやすくホームページに掲載した。 

・【１９号】浄水場等のポンプの一時停止について、ホームページに掲載した。 

    

⑥ 応急給水等 
要請により、給水車の派遣、自衛隊の給水車への補給給水、技術

職員の派遣、物資支援（非常用飲料水袋、飲料水）を行った。 

 
要請により、給水車の派遣、自衛隊の給水車への補給給水を行った。 

    

⑦ 給水区域内

の 市 と の 

情報共有 

・自家発電設備を稼働することで通常どおり給水を継続してお

り、また、各市からも要請がなかったことから、連絡調整の職

員を派遣しなかった。 

・市との連絡調整が不十分であったことから、給水区域内の市か

らの応急給水の打診を受けられない事例があった。 

 
台風上陸前に各市に対し、施設稼働状況等を適宜情報提供するとともに、連絡調整の

ための職員派遣や応急給水の必要の有無について各市から積極的に情報を収集した。 

その結果、連絡調整員を派遣し、市と調整の上、応急給水を実施するなど、市と連携

が図れた。 

   
 

 

 

これまでは、震災・風水害のいずれにおいても水道施設（浄水場・給水場・水道管）の事故等が発生した場合を想定して、体制を整えていた。 

今回は、水道施設が稼働している中で、一部の住宅で水が出ないというケースであり、今後は、このようなケースも想定し、県で策定した「千葉県災害復旧・復興に関する

指針」や県の災害対応検証プロジェクトチームの検証結果、さらには給水区域１１市の意見を踏まえ、災害対策の強化に取り組んでいく。 

１経緯 

２ 対応状況 

項目 １５号の対応 

３ 今後の対応 

１９号等の対応 

 


